
船舶事故調査報告書 

平成３１年１月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３０年５月３１日 ２３時１０分ごろ 

発生場所 静岡県下田市爪木埼南東方沖 

 爪木埼灯台から真方位１２５°３.４海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°３７.６′ 東経１３９°０２.５′） 

事故の概要  コンテナ船CAPE NABIL
ケ ー プ  ネ ー ビ ル

は、南西進中、また、引船第八天常
てんじょう

丸は、

台船S K
エスケー

-1006 をえい
．．

航して北東進中、CAPE NABIL と第八天常丸とが

衝突した。 

事故調査の経過 平成３０年６月４日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ  コンテナ船 CAPE NABIL（マーシャル諸島共和国籍）、 

１８,２５７トン 

   ９４３６１８５（ＩＭＯ番号）、CAPE NABIL SHIPPING CO.,LTD 

Ｂ 引船 第八天常丸、１２７トン 

   １３１００９、神原タグマリンサービス株式会社 

Ｃ 台船 ＳＫ-１００６、総トン数不詳 全長６０.０ｍ 

   なし、静丸海運株式会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（フィリピン共和国籍）、免状不詳 

  航海士Ａ（フィリピン共和国籍）、締約国資格受有者承認証 二

等航海士（マーシャル諸島共和国発給） 

Ｂ 船長Ｂ、四級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 右舷船尾部外板に擦過傷 

Ｂ 左舷船尾部ハンドレールの曲損等 

Ｃ なし 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 南西、風速 約８m/s、視界 良好 

海象：波高 約１ｍ 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか１７人（全員フィリピン共和国

籍）が乗り組み、法定灯火を表示し、航海士Ａが甲板手と共に船橋当

直に当たり、爪木埼南東方沖を約１５ノット（kn）の速力（対地速

力、以下同じ。）で自動操舵により南西進していた。 

 Ａ船は、航海士Ａが、２３時００分ごろ右舷船首方に北東進するＢ

船を視認した後、Ｂ船の船首方を通過できると思い、針路を２１８°

から２０８°としたが、しばらくしてＢ船と接近する状態で航行して

いることに気付き、甲板手に左舵一杯を指示したものの、２３時１０

分ごろ右舷船尾部とＢ船の左舷船尾部とが衝突した。 



 Ｂ船は、船長Ｂほか５人が乗り組み、Ｃ船をえい
．．

航して引船列を構

成して法定灯火を表示し、船長Ｂが単独で船橋当直に当たり、爪木埼

南東方沖を約１０kn の速力で自動操舵により北東進していた。 

船長Ｂは、２２時４０分ごろ、左舷船首方に南西進するＡ船を認

め、お互いが左舷を対して通過できるようＡ船がいずれ右転すると思

っていた。 

 Ｂ船は、船長Ｂが、Ａ船の針路に変化がないので探照灯を照射した

が、至近に接近するまでＡ船の針路に変化がなかったので、衝突のお

それを感じ、手動操舵で右舵一杯とするとともに主機を停止としたも

のの、左舷船尾部とＡ船の右舷船尾部とが衝突した。 

分析  Ａ船は、爪木埼南東方沖を南西進中、航海士Ａが、右舷船首方にＢ

船を視認した後、Ｂ船に接近する状態となっていることに気付かずに

南西進を続けたことから、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、爪木埼南東方沖をＣ船をえい
．．

航して北東進中、船長Ｂが、

左舷船首方に認めたＡ船がいずれ右転すると思い、至近に接近するま

で同じ針路及び速力で航行を続けたことから、Ａ船と衝突したものと

考えられる。 

原因  本事故は、夜間、爪木埼南東方沖において、Ａ船が南西進中、Ｂ船

がＣ船をえい
．．

航して北東進中、航海士ＡがＢ船に接近する状態となっ

ていることに気付かずに南西進を続け、また、船長Ｂが至近に接近す

るまで同じ針路及び速力で航行を続けたため、Ａ船とＢ船とが衝突し

たものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・航行中は、継続して他の船舶の動向を確認するなどして常時適切

な見張りを行い、衝突のおそれの有無を早期に判断すること。 

・衝突のおそれのある態勢で接近する他の船舶を認めた場合、十分

な余裕のある時機に衝突を避けるための動作をとること。 

 


